
　
10
月
1
日
か
ら
消
費
税
率
が
8
％
か
ら
10
％
に

改
正
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
農
村
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
10
月
請
求
分
か
ら
変
更
し
ま
す
。

　
な
お
、
水
道
料
金
・
公
共
下
水
道
使
用
料
に
つ

い
て
は
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
よ
り
料
金
・

使
用
料
を
算
定
す
る
こ
と
か
ら
令
和
2
年
1
月
請

求
分
（
12
月
検
針
分
）
以
降
の
水
道
料
金
・
公
共
下

水
道
使
用
料
か
ら
変
更
し
ま
す
。

　
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

●
奇
数
月
検
針
地
区

　
11
月
検
針
（
10
月－

11
月
分
）
…
消
費
税
率
8
％

　
1
月
検
針
（
12
月－

1
月
分
）
…
消
費
税
率
10
％

●
偶
数
月
検
針
地
区

　
10
月
検
針
（
9
月－

10
月
分
）
…
消
費
税
率
8
％

　
12
月
検
針
（
11
月－

12
月
分
）
…
消
費
税
率
10
％

消
費
税
率
の
改
正
に
伴
い

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
上
下
水
道
課

　
上
水
道
担
当

　
　
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
6

　
下
水
道
担
当

　
　
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
9

　
臓
器
移
植
と
は
、
病
気
や
事
故
に
よ
り
臓

器
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
人
の
健

康
な
臓
器
を
移
植
し
て
、
機
能
を
回
復
さ
せ

る
医
療
で
す
。

　
現
在
、
臓
器
移
植
待

機
者
1
万
4
千
人
の
う

ち
、
１
年
間
で
移
植
を

受
け
ら
れ
る
人
は
、
わ

ず
か
2
％
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
も
し
も
の
と
き
、
臓

器
移
植
に
よ
り
誰
か
の

あ
な
た
の
意
思
を
伝
え
て
お
き
ま
せ
ん
か
？

10
月
は
、
臓
器
移
植
普
及
推
進
月
間
で
す命

を
救
え
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
助
け
て
も
ら

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が
臓
器
提

供
に
つ
い
て
家
族
と
話
し
、
意
思
を
伝
え
て
お

き
ま
せ
ん
か
。

※
臓
器
移
植
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先
は
、

　（公
社
）
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

0
1
2
0－

7
8－

1
0
6
9

　

http://w
w

w
.jotnw

.or.jp

「
こ
れ
が〝
わ
が
家
〞の
当
た
り
前
」

　 

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
コ
ン
ク
ー
ル

　男
性
と
女
性
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
社
会
に
参
画
す
る
「
男
女
共
同

参
画
社
会
」
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
コ
ン
ク
ー

ル
を
実
施
し
ま
す
。

　男
女
に
関
わ
ら
ず
個
性
や
能
力
を
活
か
せ
て
い
る
と
感
じ
る
出
来
事
や
実
際

に
は
上
手
く
い
か
な
い
失
敗
談
な
ど
も
含
め
、「
こ
れ
が
〝
わ
が
家
〞
の
当
た
り

前
」
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
も
の
を
「
15
字
〜
30
字
」
の
標
語
や
川
柳
、

俳
句
な
ど
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
し
て
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　
町
内
在
住
、
ま
た
は
日
野
町
に
通

勤
、
通
学
し
て
い
る
人

①
応
募
用
紙
を
郵
送
、
F
A
X
ま
た

は
持
参

②
メ
ー
ル
で
応
募

③
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
応
募

【
必
要
事
項
】

・
応
募
者
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号

・
応
募
区
分
（
小
・
中
学
生
の
部
）

　
　
　
　
　（
一
般
の
部
）

・
応
募
作
品

【
昨
年
度（
川
柳
）  

最
優
秀
作
品
】

・
男
ら
し
く
　
女
ら
し
く
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
ら
し
く

・
認
め
合
う
　
個
性
豊
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
別
な
し

　
入
賞
者
に
は
、
賞
状
と
副
賞
（
図

書
券
）
を
贈
呈
し
ま
す
。

・
入
賞
作
品
は
、
広
報
ひ
の
及
び
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
ま

す
。

・
作
品
に
つ
い
て
は
、
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

日
野
町
企
画
振
興
課
企
画
人
権
担
当

〒
5
2
9－

1
6
9
8

日
野
町
河
原
一
丁
目
１
番
地

T
E
L 

0
7
4
8－

5
2－

6
5
5
2

F
A
X 

0
7
4
8－

5
2－

2
0
4
3

E-m
ail

　kikaku@
tow

n.shiga-

　
　
　
　hino.lg.jp

応
募
資
格

応
募
締
切

賞

　
　品

応
募
規
定

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

応
募
方
法

　10
月
31
日
（
木
）

◆
問
い
合
わ
せ
先  

保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
４
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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が

は
じ
ま
り
ま
す

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施

し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方

◎
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

  

以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い

る
必
要
が
あ
り
ま
す

　
・
65
歳
以
上
で
あ
る

　
・  

世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税
で
あ
る

　
・  

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の

合
計
が
年
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

◎
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

　
受
給
し
て
い
る
方

　

  

次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す

　
・  

前
年
の
所
得
額
が
約
4
6
2
万
円

以
下
で
あ
る

■
請
求
手
続
き

①  

平
成
31
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
で
対
象
と
な
る

方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求

手
続
き
の
ご
案
内
が
9

月
上
旬
か
ら
順
次
届
き

ま
す
。
同
封
の
は
が
き

（
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
請
求
書
）を
記
入
し
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

②  

平
成
31
年
4
月
2
日
以
降
に
年
金
を

受
給
し
は
じ
め
た
方
は
、
年
金
の
請

求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま

た
は
市
区
町
村
で
請
求
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

　

  　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

か
ら
、
口
座
番
号
を
お
聞
き
し
た
り
、

手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　



年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求

で
お
困
り
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
お

電
話
く
だ
さ
い
。

　
『
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
』

　
０
５
７
０

−

０
５

−

４
０
９
２

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

令和元年
10月1日

請求手続きは
お早めに！検 索年金給付金

65
歳
未
満
の
非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康
保
険
税
が

申
請
に
よ
り
軽
減
算
定
さ
れ
ま
す

　

雇
用
情
勢
が
厳
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
た

離
職
者
支
援
の
一
環
と
し
て
、
国
民
健
康
保

険
税
の
一
部（
所
得
割
）の
軽
減
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

●
対
象
者

①  

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者（
倒
産
、

解
雇
な
ど
の
事
業
主
都
合
に
よ
り
離
職

し
た
方
）

　

  　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理

由
欄
に 

�

�

�

�

�

� 

の
記
載
が

あ
る
方

②  

特
定
理
由
離
職
者（
雇
用
期
間
満
了
な
ど

に
よ
り
離
職
し
た
方
）

　

  　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理

由
欄
に 

�

�

� 

の
記
載
が
あ
る
方

※
離
職
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

※  
令
和
元
年
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
３

月
31
日
以
降
に
離
職
さ
れ
た
方

●
軽
減
算
定
の
内
容

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
翌
年
度
末
ま

で
の
間
、
前
年
所
得
の
給
与
所
得
を
30
％

と
し
て
算
定
し
、
負
担
軽
減
を
は
か
り
ま

す
。
た
だ
し
、
世
帯
に
属
す
る
そ
の
ほ
か
の

被
保
険
者
の
所
得
は
通
常
の
額
と
し
て
算

定
し
ま
す
。

●
申
請
の
方
法

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
と
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
及
び
印

鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
、
公
共
職
業
安
定
所（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）で
再
交
付
を
受
け
た
後
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税　
減
免
制
度

　

災
害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情
等
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い
が
困
難
な
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
減
額
や
免
除
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4

広報ひの　2019.10.113


